
工 事 協 定 書 （ 例 ）  

 

 別 紙 記 載 の 近 隣 住 民 等 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。 ） ， 事 業 者 ○ ○ ○ ○

（ 以 下 「 乙 」 と い う 。 ） 及 び 施 工 者 ○ ○ ○ ○ （ 以 下 「 丙 」 と い

う 。 ） は ， 乙 及 び 丙 が 柏 市 ○ ○ 町 ○ ○ 番 ○ に お い て 実 施 す る 予 定 の

（ 仮 称 ） ○ ○ 新 築 工 事 （ 以 下 「 本 件 工 事 」 と い う 。 ） に つ い て ， 次

の 条 項 に よ り ， 協 定 を 締 結 す る 。  

 

 （ 本 件 建 築 物 ）  

第 １ 条  本 件 工 事 に よ っ て 建 築 す る 予 定 の 建 築 物 （ 以 下 「 本 件 建 築

物 」 と い う 。 ） の 規 模 等 は ， 次 の と お り と す る 。  

敷 地 面 積  ○ ○ ○ .○ ○ ㎡  

建 築 面 積  ○ ○ ○ .○ ○ ㎡  

延 べ 面 積  ○ ○ ○ .○ ○ ㎡  

高 さ  ○ ○ .○ ○ ｍ  

用 途 等  ○ ○ ○ ○ （ ○ ○ 戸 ）  

構 造  ○ ○ ○ ○ 造  

階 数  地 上 ○ 階 ・ 地 下 ○ 階  

 （ 工 事 期 間 ）  

第 ２ 条  本 件 工 事 を 行 う 期 間 （ 以 下 「 工 事 期 間 」 と い う 。 ） は ， 平

成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 か ら 平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 ま で と す る 。  

２  天 候 等 や む を 得 な い 事 情 に よ り 工 事 期 間 を 延 長 す る 場 合 は ， 乙

及 び 丙 は ， あ ら か じ め 甲 の 代 表 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 作 業 時 間 等 ）  

第 ３ 条  本 件 工 事 に 係 る 作 業 の 時 間 （ 以 下 「 作 業 時 間 」 と い う 。 ）

は ， 次 の と お り と す る 。  

(1) 作 業 時 間 は ， 準 備 ， 片 付 け 及 び 清 掃 を 含 め て ， 原 則 と し て ，

午 前 ８ 時 か ら 午 後 ６ 時 ま で と す る 。  

(2) 日 曜 日 及 び 祝 祭 日 （ 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 に 規 定 す る 休 日

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） は ， 原 則 と し て ， 作 業 を 行 わ な い 。  

(3) 次 に 掲 げ る 作 業 に つ い て は ， 作 業 時 間 を 変 更 し て 第 １ 号 に 掲

げ る 時 間 帯 以 外 の 時 間 に 行 い ， 並 び に 日 曜 日 及 び 祝 祭 日 に 行 う



こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は ， 当 該 作 業 時 間 の 変 更 並 び

に 日 曜 日 及 び 祝 祭 日 に 作 業 を 行 う こ と に つ い て ， 事 前 に 甲 の 代

表 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

 ア  天 災 等 緊 急 時 の 応 急 措 置 ， 防 災 措 置 等 と し て 行 う 作 業

（ 例 ： 台 風 接 近 に 伴 う 養 生 シ ー ト 外 し 及 び 足 場 緊 結 ， 点 検 補

強 ， 資 材 の 飛 散 落 下 防 止 点 検 等 ）  

 イ  諸 官 庁 ， 所 轄 警 察 署 等 に よ る 指 示 ， 指 定 等 に 基 づ く 作 業

（ 例 ： 電 気 ， ガ ス ， 上 下 水 道 等 の 設 備 関 係 の つ な ぎ 込 み 作 業

等 ）  

 ウ  次 に 掲 げ る 作 業 そ の 他 振 動 及 び 騒 音 が 軽 微 な 作 業  

(ｱ) 重 機 を 使 用 し な い 型 枠 ・ 鉄 筋 工 事  

(ｲ) 重 機 を 使 用 し な い 仮 設 工 事  

(ｳ) 内 装 工 事 の う ち 次 の 作 業  

ａ  ク ロ ス 張 り ， 内 部 造 作 ， フ ロ ー リ ン グ 等 床 工 事 ， 建

具 工 事  

ｂ  設 備 工 事 （ 内 部 給 排 水 配 管 ， 電 気 配 線 ， 機 器 取 付 け

等 ）  

ｃ  サ ッ シ 工 事 （ サ ッ シ 取 付 け ， サ ッ シ 埋 め ， ガ ラ ス 取

付 け 等 ）  

ｄ  雑 金 物 工 事  

(ｴ) 外 装 工 事 の う ち 次 の 作 業  

ａ  タ イ ル 工 事 （ タ イ ル 割 付 ， タ イ ル 貼 ， タ イ ル 洗 い

等 ）  

ｂ  左 官 工 事 （ タ イ ル 下 地 ， 外 壁 補 修 等 ）   

ｃ  手 摺 取 付 け 工 事  

(ｵ) 外 構 工 事 の う ち 次 の 作 業  

ａ  重 機 を 使 用 し な い 工 事  

ｂ  フ ェ ン ス 取 付 け  

(ｶ) 準 備 工 事 の う ち 墨 出 し の 作 業  

 エ  施 工 上 ， 途 中 で 中 断 す る こ と が で き な い 作 業 （ 例 ： コ ン ク

リ ー ト 打 設 作 業 ）  

 オ  予 期 す る こ と の で き な か っ た 突 発 的 は 事 態 （ 交 通 事 故 ， 交

通 渋 滞 ， 機 械 故 障 等 ） が 生 じ た 場 合 に お い て ， 中 止 す る こ と



が で き な い 作 業  

 カ  コ ン ク リ ー ト 打 設 後 の 床 均 し 作 業 （ こ の 場 合 に お い て は ，

作 業 の 延 長 時 間 は ， コ ン ク リ ー ト 表 面 の 湿 潤 ， 乾 燥 等 の 状 況

に よ っ て 決 定 す る 。 ）  

 （ 工 程 表 ）  

第 ４ 条  丙 は ， 本 件 工 事 に 着 手 す る 前 に ， 本 件 工 事 の 全 工 程 の 予 定

表 （ 以 下 「 全 体 工 程 表 」 と い う 。 ） を 甲 の 代 表 者 に 提 出 す る も の

と す る 。  

２  丙 は ， 本 件 工 事 の 月 ご と の 工 程 の 予 定 表 （ 以 下 「 月 間 工 程 表 」

と い う 。 ） を 甲 の 代 表 者 に 提 出 す る も の と す る 。  

３  丙 は ， 本 件 工 事 の 週 ご と の 作 業 内 容 の 予 定 が 明 確 に な る 予 定 表

（ 以 下 「 週 間 工 程 表 」 と い う 。 ） を ， 本 件 工 事 の 工 事 現 場 （ 以 下

「 工 事 現 場 」 と い う 。 ） の 周 辺 の 見 や す い 場 所 に 掲 示 す る も の と

す る 。  

４  丙 は ， 天 候 等 や む を 得 な い 事 情 に よ り 工 程 を 変 更 す る 場 合 は ，

変 更 後 の 全 体 工 程 表 及 び 月 間 工 程 表 を 甲 の 代 表 者 に 提 出 す る と と

も に ， 変 更 後 の 週 間 工 程 表 を 工 事 現 場 の 周 辺 の 見 や す い 場 所 に 掲

示 す る も の と す る 。  

（ 危 険 防 止 措 置 ）  

第 ５ 条  丙 は ， 本 件 工 事 の 施 工 に 際 し ， 工 事 現 場 の 近 隣 の 家 屋 等 の

損 傷 の 防 止 及 び 通 行 人 等 の 危 険 防 止 の た め ， 次 の 危 険 防 止 措 置 を

講 じ る も の と す る 。  

(1) 工 事 現 場 の 周 囲 に 仮 囲 い を 設 置 す る 。  

(2) 資 材 ， 工 事 機 械 ， ご み 等 の 飛 散 ， 落 下 等 を 防 止 す る た め ， 防

護 網 ， 落 下 物 防 止 板 等 の 設 置 等 の 措 置 を 行 う 。  

(3) 作 業 の た め の 足 場 面 （ 近 隣 家 屋 等 に 面 す る 箇 所 の み ） に は 飛

散 防 止 の た め メ ッ シ ュ シ ー ト 又 は 養 生 シ ー ト を 張 る 等 の 措 置 を

行 う 。  

(4) 危 険 物 （ 工 事 用 ガ ス ， 有 機 溶 剤 等 可 燃 物 等 ） を 使 用 又 は 保 管

す る 場 合 は ， 管 理 責 任 者 を 定 め ， 安 全 管 理 を 十 分 に 行 う 。  

(5) 工 事 現 場 に は 消 火 器 等 を 常 備 す る と と も に ， た き 火 の 禁 止 ，

喫 煙 所 の 指 定 ， 発 火 用 具 取 扱 い 注 意 ， 漏 電 防 止 等 ， 万 全 の 火 災

防 止 策 を 講 じ る 。  



(6) 道 路 上 に 工 事 用 資 材 ， 工 事 用 機 械 ， 器 具 等 を 放 置 し な い も の

と す る 。  

(7) 本 件 工 事 に よ っ て ， 道 路 上 に 塵 埃 ， ご み 等 が 散 乱 す る こ と 及

び 甲 の 敷 地 に ご み ， 資 材 破 片 ， 泥 等 が 飛 散 す る こ と の な い よ う

十 分 配 慮 し ， 万 一 ， そ の よ う な 散 乱 又 は 飛 散 が 生 じ た 場 合 は ，

そ の 都 度 速 や か に 清 掃 す る 。  

(8) 土 砂 の 掘 削 等 に よ っ て 地 盤 沈 下 ， 家 屋 ， 塀 等 の 亀 裂 ， 損 傷 等

が 生 じ る こ と の な い よ う 細 心 の 注 意 を も っ て 作 業 を 行 う 。  

 （ 騒 音 及 び 振 動 の 防 止 ）  

第 ６ 条  丙 は ， 本 件 工 事 の 施 工 に 当 た っ て は ， 甲 の 家 屋 等 及 び 日 常

生 活 に 与 え る 影 響 を 最 小 限 に と ど め る た め ， 次 の 措 置 を 講 じ る も

の と す る 。  

(1) 騒 音 及 び 振 動 を 伴 う 作 業 に お い て は ， 関 係 法 令 に 定 め ら れ た

規 制 基 準 を 遵 守 す る と と も に ， 極 力 ， 騒 音 及 び 振 動 の 少 な い 工

法 を 選 択 す る 。  

(2) 騒 音 及 び 振 動 を 伴 う 工 事 用 機 械 ， 車 両 ， 工 具 等 の 使 用 に 当 た

っ て は ， 関 係 法 令 に 定 め ら れ た 規 制 基 準 を 遵 守 す る と と も に ，

極 力 ， 低 騒 音 ， 低 振 動 型 の 機 種 を 選 定 す る 。  

(3) 工 事 用 機 械 の 運 転 作 業 に 際 し て は ， 騒 音 及 び 振 動 に 十 分 注 意

し て 丁 寧 な 作 業 を 行 う よ う ， 作 業 員 に 対 し ， そ の 都 度 朝 礼 等 で

指 導 を 徹 底 す る 。  

(4) 著 し い 騒 音 及 び 振 動 を 伴 う 作 業 に 当 た っ て は ， 周 囲 に 防 音 壁

を 設 置 す る 等 の 遮 音 の 措 置 を 講 じ る 。  

（ 工 事 期 間 中 の 交 通 安 全 対 策 等 ）  

第 ７ 条  乙 及 び 丙 は ， 工 事 期 間 中 ， 工 事 用 車 両 の 出 入 り に つ い て は ，

歩 行 者 及 び 通 行 車 両 等 の 安 全 を 優 先 し ， 特 に ， 歩 行 者 の 安 全 確 保

及 び 道 路 上 の 清 掃 に 努 め る も の と す る 。  

２  工 事 期 間 中 の 交 通 安 全 対 策 に つ い て は ， 所 轄 警 察 署 の 指 示 及 び

指 導 に 従 う も の と す る 。  

３  工 事 期 間 中 ， 工 事 用 車 両 の 出 入 り に つ い て は ， 必 要 に 応 じ て ，

注 意 標 識 の 設 置 ， 適 切 な 交 通 誘 導 員 の 配 置 を 行 い ， 通 行 者 の 安 全

確 保 に 細 心 の 注 意 を 払 う 。  

４  工 事 用 車 両 の 運 転 者 に 対 し て は ， 安 全 運 転 の 指 導 教 育 を 行 い ，



道 路 交 通 法 を 遵 守 さ せ る よ う 努 め ， 騒 音 ， 振 動 及 び 危 険 の 防 止 に

努 め る 。  

５  駐 車 許 可 の な い 工 事 用 車 両 の 路 上 駐 車 は 禁 止 し ， 駐 車 許 可 を 受

け た 車 両 で あ っ て も ， 歩 行 者 の 通 行 及 び 甲 の 使 用 す る 車 両 の 出 入

り を 防 げ る 駐 車 は し な い よ う ， 指 導 を 徹 底 す る 。  

６  工 事 用 車 両 の 通 行 方 法 等 に つ い て は ， 工 事 現 場 周 辺 の 道 路 状 況

等 を 調 査 し ， 所 轄 警 察 署 及 び 甲 と も 協 議 の 上 ， 甲 の 通 行 及 び 近 隣

の 小 中 学 校 の 児 童 生 徒 の 登 下 校 の 安 全 確 保 を 優 先 し ， 少 し で も 迷

惑 を 軽 減 す る こ と が で き る 方 法 を 選 択 す る 。  

７  警 察 署 等 の 許 可 を 受 け た 工 事 用 車 両 は ， 甲 が 容 易 に 確 認 す る こ

と が で き る 場 所 に ， そ の 許 可 証 を 掲 示 す る 。  

８  工 事 用 車 両 の 通 行 経 路 が 通 学 路 に 当 た る 場 合 は 運 行 に は 十 分 注

意 し ， 登 下 校 時 間 帯 に お け る 通 学 路 の 通 行 に は ， 特 に 安 全 上 の 配

慮 を す る 。  

９  作 業 上 ， 道 路 を 使 用 し な け れ ば な ら な い 場 合 は ， 使 用 の 範 囲 は

必 要 最 小 限 度 と し ， 道 路 使 用 許 可 の 範 囲 内 と す る 。  

１ ０  工 事 用 車 両 が 退 場 す る 際 は ， 出 入 口 付 近 を 土 砂 等 で 汚 さ な い

よ う ， 工 事 現 場 の 敷 地 内 で 洗 浄 し ， 出 入 口 付 近 で む や み に 散 水 し

な い 。  

１ １  本 件 工 事 に よ っ て 道 路 等 を 汚 損 し な い 十 分 配 慮 し ， 万 一 ， 道

路 等 を 汚 損 し た 場 合 は ， そ の 都 度 速 や か に 清 掃 す る 。  

（ 現 場 管 理 ）  

第 ８ 条  丙 は ， 作 業 中 は ， 工 事 現 場 に 現 場 責 任 者 を 常 駐 さ せ ， 連 絡

先 を 明 確 に し ， 甲 の 苦 情 処 理 等 の 窓 口 と す る と と も に ， 工 事 現 場

及 び 工 事 現 場 周 辺 の 管 理 を 十 分 に 行 い ， 甲 に 迷 惑 を か け な い よ う

に す る 。   

２  丙 は ， 前 項 の 現 場 責 任 者 の 職 及 び 氏 名 並 び に 連 絡 先 電 話 番 号 を

甲 の 代 表 者 に 通 知 す る も の と す る 。 当 該 現 場 責 任 者 に 変 更 が あ っ

た 場 合 は ， 丙 は ， そ の 都 度 ， 甲 に そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。  

３  丙 は ， 衛 生 面 に 注 意 し ， 簡 易 水 洗 ト イ レ ， 手 洗 い 等 の 工 事 従 事

者 専 用 の 設 備 を 工 事 現 場 内 に 設 け ， 甲 に 迷 惑 を か け な い よ う に す

る 。  

４  工 事 現 場 敷 地 内 に は ， 作 業 員 宿 泊 施 設 は 設 置 し な い 。  



５  丙 は ， 工 事 従 事 者 の 教 育 ， 指 導 及 び 監 督 を 十 分 行 い ， 工 事 現 場

外 で た ば こ ， ご み ， 空 き 缶 等 の ぽ い 捨 て ， 立 小 便 そ の 他 不 謹 慎 な

言 動 や 行 動 に よ り 甲 に 迷 惑 を か け な い よ う に し ， 工 事 従 事 者 と 甲

と の 間 に ト ラ ブ ル が 生 じ な い よ う に す る 。  

６  毎 作 業 日 ， 作 業 終 了 時 に 周 囲 の 清 掃 を 行 う 。  

７  夜 間 ， 作 業 終 了 後 及 び 作 業 を 行 わ な い 日 は ， 工 事 現 場 を 閉 鎖 し

工 事 関 係 者 以 外 立 ち 入 る こ と の で き な い よ う に す る 。  

８  工 事 従 事 者 の 通 勤 用 車 両 等 が 工 事 現 場 周 辺 の 道 路 上 に 駐 車 さ れ

る こ と の な い よ う ， 駐 車 ス ペ ー ス を 確 保 す る と と も に ， 指 導 を 徹

底 す る 。  

（ 電 波 障 害 対 策 ）  

第 ９ 条  乙 は ， 本 件 工 事 着 手 前 に ， 本 件 建 築 物 に よ っ て テ レ ビ 電 波

の 受 信 障 害 （ 以 下 「 電 波 障 害 」 と い う 。 ） の 発 生 が 予 測 さ れ る 場

合 に 必 要 と 認 め る と き は ， 電 波 障 害 の 発 生 の 有 無 を 明 ら か に す る

た め ， 事 前 調 査 を 行 う も の と と す る 。  

２  工 事 期 間 中 に お い て 本 件 工 事 に 起 因 す る 電 波 障 害 が 発 生 し た 場

合 ， 乙 は ， 仮 設 ア ン テ ナ の 設 置 等 の 当 該 電 波 障 害 を 解 消 す る た め

に 必 要 な 措 置 を 行 う も の と す る 。  

３  本 件 建 築 物 完 成 後 に 本 件 建 築 物 に 起 因 す る 電 波 障 害 が 発 生 す る

こ と が 明 ら か に な っ た 場 合 は ， 乙 は ， ア ン テ ナ 設 備 を 本 件 建 築 物

に 設 置 し 各 家 庭 へ 分 配 す る こ と 等 の 当 該 電 波 障 害 を 解 消 す る た め

に 必 要 な 措 置 を 行 う も の と す る 。  

（ 風 害 対 策 ）  

第 １ ０ 条  本 件 建 築 物 の 完 成 後 ， 本 件 建 築 物 に 起 因 し た 風 に よ り 甲

の 家 屋 及 び 附 属 設 備 等 に 損 傷 等 の 被 害 が 生 じ た 場 合 ， 甲 乙 丙 協 議

の 上 ， 誠 意 を も っ て 解 決 を 図 る 。  

（ 家 屋 及 び 附 属 設 備 の 損 傷 等 ）  

第 １ １ 条  乙 及 び 丙 は ， 本 件 工 事 に 起 因 し て 甲 の 家 屋 及 び 附 属 設 備

に 損 傷 等 の 被 害 が 生 じ た 場 合 の 確 認 と 復 旧 に 備 え る た め ， 必 要 に

応 じ て ， 本 件 工 事 の 着 工 前 に ， 甲 の 代 表 者 の 立 会 い の 下 ， 甲 の 家

屋 及 び 附 属 設 備 の 写 真 撮 影 等 を 実 施 し て 現 状 確 認 を 行 い ， 当 該 現

状 確 認 を し た 結 果 を 記 録 し た 写 真 等 の 資 料 を ２ 通 作 成 し ， １ 通 を

甲 が 保 管 し ， １ 通 を 乙 及 び 丙 が 保 管 す る 。  



２  乙 及 び 丙 は ， 本 件 工 事 に 起 因 し て 甲 の 家 屋 及 び 附 属 設 備 に 損 傷

等 の 被 害 が 生 じ ， 当 該 被 害 と 本 件 工 事 と の 間 の 因 果 関 係 が 立 証 さ

れ た 場 合 は ， 甲 乙 丙 三 者 に よ る 立 会 い の 上 で 確 認 を 行 い ， 乙 及 び

丙 は 誠 意 を も っ て 甲 と 協 議 の 上 ， 甲 の 選 択 す る と こ ろ に 従 い ， 損

害 箇 所 の 修 復 又 は 修 復 に 要 す る 費 用 を 支 払 う 。 た だ し ， 乙 又 は 丙

が 当 該 被 害 が 本 件 工 事 に 起 因 す る も の で は な い こ と を 証 明 し た と

き は ， こ の 限 り で な い 。  

（ 公 共 施 設 の 保 全 ）  

第 １ ２ 条  工 事 現 場 周 辺 の 電 気 ， ガ ス ， 上 下 水 道 ， 電 話 等 の 公 共 施

設 の 保 全 に つ い て は ， 丙 が 本 件 工 事 の 着 工 前 に そ れ ぞ れ の 公 共 施

設 の 管 理 責 任 者 の 協 力 を 得 て 十 分 な 調 査 を 行 い ， 万 全 を 期 す 。  

 （ 疑 義 の 決 定 等 ）  

第 １ ３ 条  こ の 協 定 の 各 条 項 の 解 釈 に つ い て 疑 義 が 生 じ た と き 又 は

こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は ， 甲 乙 丙 協 議 の 上 ， 定 め る

も の と す る 。  

 

 こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め ， 甲 ， 乙 及 び 丙 は ， 本 書 を ３ 通 作 成

し ， そ れ ぞ れ 記 名 押 印 の 上 ， そ の １ 通 を 保 有 す る 。  

 



 

  平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日  

 

 （ 住 所 ）              

甲 代 表 者   （ 氏 名 ）           印   

 

 （ 住 所 ）              

乙   （ 氏 名 ）           印   

               

 

 （ 住 所 ）              

丙   （ 氏 名 ）           印   

 

 



別 紙  近 隣 住 民 等 （ 甲 ） 一 覧  

 

 （ 住 所 ）              

甲 １   （ 氏 名 ）           印   

 

 

 （ 住 所 ）              

甲 ２   （ 氏 名 ）           印   

               

 

 （ 住 所 ）              

甲 ３   （ 氏 名 ）           印   

 

 

 （ 住 所 ）              

甲 ４   （ 氏 名 ）           印   

 

 

 （ 住 所 ）              

甲 ５   （ 氏 名 ）           印   

 

 

 （ 住 所 ）              

甲 ６   （ 氏 名 ）           印   

 

 

 


